
令和５年第７回清瀬市農業委員会会議録 

 

令和５年７月１９日午前９時００分から午前９時２７分、清瀬市役所にお

いて、清瀬市農業委員会を開催した。 

 

１ 出席委員 会   長 第９番 松村 俊夫 

 会長職務代理 第３番 小寺 正明 

 第 １ 番 村野 和博 第 ２ 番 西川 幸広 

 第 ４ 番 齊藤 正樹 第 ５ 番 金子 住晴 

 第 ６ 番 並木  浩 第 ７ 番 石井 啓介 

 第 ８ 番 増田  武 第１０番 内野 悦二 

 第１１番 横山 眞一 第１２番 村野 正明 

 第１３番 後藤 由美子 第１４番 金子 廣明 

 

２ 議長    松村 俊夫(会長) 

 

３ 書記    戸野慎吾・清水敬志・神山汐理 

 

４ 付議事項  

（１）相続税納税猶予制度に基づく「引き続き農業経営を行っ

ている旨の証明願」について 

（２）「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明

願」について 

      （３）農地法の届出について〔４条関係〕 

（４）農地法の届出について〔５条関係〕 

(５) 農地法の届出について〔１８条関係〕 

（６）その他 

 

議 長   毎日暑い日が続いております。２４期農業委員会も本日で最後

になります。皆様３年間お世話になりました。これで任期を終

えられる方も地元にお帰りになられてからも次期の方のフォロ

ーをしていただき地域農業発展のために継続して、ご尽力をお

願いしたいと考えております。皆さん定刻になりましたので、

令和５年清瀬市第７回の農業委員会を始めたいと思います。本

日は、委員１４名中１４名の出席となっております。会議規則

第６条の規定により過半数を満たしておりますので、本日の総

会は成立いたします。会議を開催するにあたり議事録署名委員

を指名させていただきます。 
第８番の増田武委員、第１０番の内野悦二委員となっておりま

す。よろしくお願いいたします。  



      議案第１号 相続税納税猶予制度に基づく、「引き続き農業経

営を行っている旨の証明願」についてを議題とさせていただき

ます。農業委員会会議規則第１０条、委員会の委員は自己また

は同居の親族、もしくはその配偶者の事項については、その議

事に参与することができないということになっておりますの

で、齊藤委員はしばらくの間、退室をお願いします。 

 

～齊藤委員退室～ 

 

   それでは、事務局より説明をお願いいたします。 

 

事務局   はい。こちらは相続税納税猶予制度を適用された方が３年ごと

の報告を税務署に行う際に必要な書類になっております。申請

は５件ですが、先に齋藤委員に関係する４件目を説明いたしま

す。申請者の住所氏名等は省略させていただきます。 

４件目 申請年月日 令和５年６月２９日、申請回数１回目。 

 

議 長   現地調査に行った横山委員より報告をお願いいたします。 

 

横山委員   ７月１１日に事務局の山下さん、神山さんと現地調査を行いま

した。現地はご自宅から電気屋の手前まで細長く畑を所有され

ており、直売中心の野菜が少量多品目で栽培されておりまし

た。特に夏野菜のキュウリ、ナス、トマト、他にもズッキー

ニ、ブルーベリーなど全ての畑に作物がよく栽培されておりま

したので、問題ないと思います。 

 

議 長   只今担当委員及び事務局より説明がございました。各委員何か

質問はありますでしょうか。 

 

委 員   異議なし。 

 

議 長   それでは、異議なしということで承認させていただきます。齋

藤委員の入室を許可します。 

 

～齊藤委員入室～ 

 

   それでは事務局より続けて説明をお願いします。 

 

事務局   それでは続けて説明いたします。 

      １件目 申請年月日 令和５年６月１６日、申請回数６回目。 



２件目 申請年月日 令和５年６月２２日、申請回数２回目。 

３件目 申請年月日 令和５年６月２９日、申請回数６回目。 

４件目につきましては先ほどのご説明のとおりです。 

５件目 申請年月日 令和５年７月６日、申請回数６回目。 

以上でございます。 

 

議 長   現地調査に行った増田委員より１件目の報告をお願いします。 

 

増田委員   ６月２１日に、事務局の神山さんと現地調査を行いました。面

積は５００㎡で、綺麗に管理されておりましたので、問題ない

と思います。 

  

議 長   ２件目金子委員よりお願いいたします。 

 

金 子 委 員   ６月３０日に事務局の神山さんと現地調査を行いました。９筆

で７枚の畑です。エダマメ、コマツナ、サトイモ等がどの畑も

綺麗に作付け管理されておりましたので、特に問題ないと思い

ます。 

 

議 長   ３件目齊藤委員よりお願いいたします。 

 

齊 藤 委 員   ７月４日に、事務局の山下さんと現地調査を行いました。畑は

５か所あり、それぞれにネギ、サツマイモ、サトイモ、カボチ

ャ等を栽培しており、その他の所も綺麗に耕してありました。

問題ないと思います。 

 

議 長   ５件目並木委員よりお願いいたします。 

 

並 木 委 員   ７月１２日に事務局の山下さんと現地調査を行いました。畑は

５か所あり、ネギ、サツマイモ、サトイモなどが、全ての畑に

綺麗に作付けされており、問題ないと思います。 

 

議 長   只今担当委員より説明がございました。各委員何か質問はあり

ますでしょうか。 

 

委 員   異議なし。 

 

議 長   それでは承認させていただきます。 

      議案第２号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証

明願」についてを議題とさせていただきます。 



それでは事務局より、議案の説明をお願いしたいと思います。 

 

事務局   はい。生産緑地の買取申出を行う場合、こちらの証明書が必要

になります。申請は３件です。事前にお送りした資料では２件

とさせていただいておりましたが、７月１１日に申請があった

ものに関しても農業委員改選の日程の関係から議案に追加させ

ていただきます。それに伴い、資料も追加となります。恐れ入

りますが、１・２件目は事前にお送りした資料を、追加となる

３件目に関しましては机の上にご用意させていただきました追

加資料をご確認ください。届出者の住所氏名等は省略させてい

ただきます。 

１件目 土地の表示 清瀬市下清戸一丁目３２２番１、地目 

畑、地積 １,５５７㎡ 他２筆 合計 ２,５９６㎡。 

買取申出事由 死亡のため。 

２件目 土地の表示 清瀬市下宿二丁目４９４番２、地目 

畑、地積 ２１３㎡。他２筆 合計 ４８５㎡。 

買取申出事由 死亡のため。 

３件目 土地の表示 清瀬市下宿三丁目１３８２番１、地目 

畑、地積 １，２５２㎡ 買取申出事由 死亡のため。 

以上でございます。 

 

議 長   こちら、買取申出事由は３件とも死亡でございます。何か質問

はございますか。 

 

委 員   異議なし。 

 

議 長   それでは、異議なしということで承認させていただきます。 

   議案第３号、農地法に基づく届出「４条関係」についてを議題

とさせていただきます。農地法第４条の専決処理報告を事務局

より、お願いします。 

 

事務局   はい、それでは農地法第４条第１項第７号の規定による自己に

よる農地転用の届出、専決処理報告をさせていただきます。届出

は３件です。届出者の住所氏名等は省略させていただきます。 

６月１３日から７月１０日までの受付分となっております。 

      １件目 土地の表示 中里一丁目７２３番１、地目 畑、 

地積 １,９９９㎡、転用の目的 事務所・荷捌所新築 

６月２７日受付、７月４日処理。 

２件目 土地の表示 下清戸二丁目５１５番、他２筆、地目 

畑、地積 １，９４２㎡、転用の目的 宅地・道路 



７月３日受付、７月１１日処理。 

３件目 土地の表示 中里一丁目１６９８番５、地目 畑、 

地積 ３３㎡、転用の目的 集合住宅  

７月６日受付、７月１１日処理。以上でございます。 

 

議 長   質問等はございますか。 

 

委 員   異議なし。 

 

議 長   以上が４条の報告です。 

   議案第４号、農地法に基づく届出「５条関係」に 

ついてを議題とさせていただきます。 

   農地法第５条の専決処理報告を事務局より、お願いします。 
 

事務局   はい、それでは農地法第５条第１項第６号の規定による権利移 

動を伴う農地転用の届出、専決処理報告をさせていただきま

す。届出は１件です。届出者の住所氏名等は省略させていただ

きます。６月１３日から７月１０日までの受付分となっており

ます。 

      １件目 土地の表示 中里二丁目１３９２番１２、地目 畑、 

地積  ４．９５㎡、転用の目的 公衆用道路、 

６月１９日受付、６月２１日処理。以上でございます。 

 

議 長   只今事務局より説明がございました。質問等はございますか。 

 

委 員   異議なし。 

 

議 長   以上が５条の報告です。 

議案第５号、「農地法第１８条第６項の規定による通知書につ

いて」を議題とさせていただきます。 

      事務局より説明をお願いします。 

 

事務局   はい、それでは農地法第１８条第６項の規定による通知書につ

いて説明いたします。 

      農地の賃貸借、使用貸借の合意解約を行う場合には、農地法第

１８条第６項の規定による通知書および農地の賃貸借の合意解

約書もしくは、使用貸借解約書を農業委員会に提出しなければ

なりません。本件については令和９年１２月３１日までの使用

貸借を予定しておりましたが貸借人の申出により解約するもの

です。申請者の住所氏名等は省略させていただきます。 



 

      土地の表示 野塩三丁目２番１、地目 畑、地積 １，８４１

㎡のうち８８５㎡ 合意日７月５日、届出日７月５日。以上で

ございます。 

 

議 長   ご承知の通り、以前こちらに来ていただいた方です。賃借人に

耕作が出来ない事情が発生したため、返却になりました。都市

農地貸借円滑化を利用しておりましたが、解約する場合には第

１８条を使います。この後、綺麗な状態で返却になりますが、

貸借人では管理が難しいと思われるので、現在使われておる他

の賃借人との兼ね合いも含め、注視しておかなければいけない

案件ですね。よろしくお願いいたします。そのほかに質問等は

ございますか。 

 

委 員   異議なし。 

 

事務局   以上が報告です。 

 

議 長   議案第６号、その他を議題とさせていただきます。 

 （１）生産緑地の買取申出に係る農業委員会への協力について。

事務局で説明をお願いします。 

 

事務局   はい、説明させていただきます。依頼は１件ございます。申請

者の住所氏名等は省略させていただきます。 

            １件目 買取希望所在地 清瀬市野塩一丁目１９５番５、 

地目 畑、地積 １，９７８㎡、他２筆、合計２，５５８㎡。

以上でございます。 

 

議 長   これは生産緑地の買取申し出に係る協力依頼という形でござい

ます。これは協力ですので、希望される方がいれば、事務局に

一報お願いします。 

（２）会議の報告について 

① 北多摩地区農業委員会連合会会長研修会 

  令和５年７月６日(木)～７月７日(金)に厚木都市農業支援 

センター等で研修を行いました。参加者は私と事務局です。 

 

事務局長   北多摩地区１２市の会長等のご出席いただきまして、１日目に

は神奈川県大井町が運営しております農業体験施設四季の里の

視察をしました。令和４年度の実績として、田植え、稲刈りな

どの農業体験では年間で７３団体を受け入れているということ



です。２日目は厚木市都市農業支援センターを視察しました。

この施設は市・農業委員会・ＪＡが連携して運営しておりまし

て、農業に関わる様々な相談、新規就農の支援などに取り組ん

でおります。各施設先では各市の会長の意見交換も活発に行わ

れ大変有意義な会長研修になりました。以上が会議の報告でご

ざいます。 

      

    （３）会議の日程について 

     ① 農業まつり準備会 

       令和５年７月２４日（月）に清瀬市役所で行われます。 

       参加者は私と現職務代理と事務局です。 

     ② 第２５期 清瀬市農業委員会臨時総会 

       令和５年７月２５日（火）清瀬市役所で行われます。 

       参加者は第２５期農業委員と事務局です。 

     ③ 北多摩地区農業委員会連合会臨時総会 

       令和５年８月２日（水）清瀬市役所で行われます。 

       参加者は会長と事務局です。以上が会議の日程でございま

す。全体を通して質問等はございますか。 

 

委 員   特にありません。 

 

事務局   事務局はありません。 

 

議 長   特にないようですので、終了したいと思います。 

 

職務代理   慎重審議ありがとうございます。長期に渡り皆様ありがとうご

ざいました。以上をもちまして、第７回清瀬市農業委員会閉会

致します。お疲れ様でした。 

 

 

以上会議の顛末を記載し相違ないことを証する為、これを署名捺印する。 

 

       議    長      

 

  署名委員（第８番）   

 

  署名委員（第１０番）   

 

 

 


